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（当初：R2.６.18） 

 

指宿市建設工事最低制限価格制度の制限価格設定時の端数の取り扱いについて 

 

  最低制限価格の設定は「指宿市建設工事に係る最低制限価格の設定に関する要綱 

（令和２年４月１日施行）」により定めています。 

第４条に規定する最低制限価格の設定については，予定価格算出の基礎となった次に

掲げる額を用いて，下記の式で算出される額（Ｋ）となります。Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅそ

れぞれの計算結果に１円未満の端数が生じた場合は，都度これを切り捨てるものとして

います。 

 

Ｋ＝（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）＋消費税相当額（Ｅ） 

 

Ａ：直接工事費相当額に 10分の 9.7を乗じて得た額 

Ｂ：共通仮設費相当額に 10分の９を乗じて得た額 

Ｃ：現場管理費相当額に 10分の９を乗じて得た額 

Ｄ：一般管理費相当額に 10分の 6.8※１を乗じて得た額 

  ※１ 令和５年３月 31日までは 5.5 

 

なお，Ｋが予定価格の75パーセントに満たない場合は，予定価格のうち消費税相当額

を除いた額（以下「工事価格」という。）に75パーセントを乗じて得た額に消費税相

当額を加算した額を最低制限価格とし，92パーセントを超える場合は，工事価格に92

パーセントを乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を最低制限価格としています。 

 


